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新型コロナウイルス感染症対策に対するご尽力に敬意を表します。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の新規患者数は、「緊急事態宣言」が出された４月～

５月の状況をはるかに超え、感染拡大が止まりません。 

また、重症患者も増えており、新型コロナウイルス感染症の治療を担う医療機関では、

人的、物的、経済的に大きな負担を強いられ、「医療崩壊」の危機が差し迫っています。 

また、一般病院や医科・歯科診療所においても、新型コロナウイルス感染症拡大阻止に

向けた対策の強化を行いながら、日常診療に取り組んでいますが、受診患者が大幅に減少

するなど医業収入が大幅に減収となり、医療機関の経営に重大で深刻な影響が出ています。 

介護事業者や障害者福祉サービス事業者も同様です。 

このままでは廃業を余儀なくされる医療機関や事業者が出てきます。 

新型コロナウイルス感染症の治療を行う医療機関はもちろんのこと、一般病院や医科・

歯科診療所の継続は、患者・国民の命と健康を守るために大変重要です。また、介護事業

所や障害者施設等は、社会にとってなくてはならないものです。 

国民の命と健康を守ることは、国の責務です。 

直ちに下記事項の実現を図られるよう、強く要望いたします。 

 

記 

 

１．医科・歯科医療機関、介護・障害者福祉サービス事業所等の経営破綻を阻止すること 

１-１．医科・歯科すべての医療機関について 

① 実質的な減収を補填する財政支援を緊急に行い、少なくとも感染拡大による損失（赤

字）が生じないようにすること。 

② ２次補正予算の空床補填、感染防止対策補填、慰労金等を速やかに、もれなく支給

すること。 

③ 持続化給付金、家賃支援給付金などの支給要件を緩和すること。 

④ 地方創生臨時交付金を活用して、自治体独自の医療機関への支援策拡充を図ること。 

⑤ 感染症対策のための取り組みを評価し、初診料・再診料、訪問診療料、入院料等を

緊急に引き上げること。 

 



１-２．介護や障害者福祉サービス事業所についても、上記に準じた対応を図ること。 

１-３．新型コロナウイルス感染症患者の入院治療を担う病院が赤字にならないよう、また、

職員の給与・賞与が十分に支払えるよう、必要な財政支援を行うこと。感染防護具・衛

生材料等の確保についても国・自治体で援助すること。 

１-４．新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れていない医療機関であっても、新型コ

ロナ感染症拡大によって職員の勤務や患者の受診状況が大きく変化し、施設基準要件

を満たせない状況が生じている。新型コロナウイルス感染症が収束するまでは、「緊急

事態宣言」の有無にかかわらず、全ての医療機関の既届出施設基準について、当該施設

基準を満たしているものとして取り扱い、適時調査再開時に自主返還の対象にしない

こと。 

 

２．新型コロナウイルス検査体制を抜本的に拡充すること 

２-１．保健所等が担ってきた相談・検査体制を民間医療機関に丸投げせず、新型コロナ感

染症に対応する保健所等の人員と予算を大幅に増員し、全国どこでも相談・検査が実施

できる体制を構築すること。 

２-２．地域の医師・医療従事者が協力して検査を行う「地域外来・検査センター」を増

やすこと。そのため、設置・運営費用について、国が全額を負担し、出務する職員等

に十分な給与・出務費を保障すること。 

２-３．ＰＣＲ検査、抗原検査等については、医師の自己診療を認め、周知すること。 

 

３．一般診療や、介護・障害者福祉サービス継続のための緊急対策を実施すること 

３-１．下記の対象者で希望する場合は、新型コロナウイルス検査を公費負担により必要に

応じて適宜実施できるようにすること。 

① 医科・歯科医療機関及び介護・障害者福祉サービス事業所などの、全ての職員 

② 入院患者及び入所サービス利用者（予定者を含む） 

③ 手術や胃カメラなど感染の危険性が高いと想定される行為の予定患者 

３-２．マスク、消毒液、ディスポーザブルのガウン、ゴーグルやフェイスシールド、手袋

などの確保を国・自治体として行うこと。 

３-３．受診抑制は医療機関の経営のみならず国民の健康にも悪影響を及ぼしており、国、

行政によるテレビ、新聞、ネットなども活用した受診、予防接種、健診を呼びかける広

報活動を行うこと。 

３-４．低所得者及び収入が減少した世帯の医療保険・介護保険の保険料・患者負担・利用

者負担の徴収を直ちに免除すること。また、特に妊産婦や子どもの受診抑制をなくすた

めにも、中学生までの子どもの窓口負担無料制度と、妊産婦の窓口負担無料制度を国の

制度として創設すること。 

３-５．通常の国保証をすべての加入者に届け、国保資格証明書の交付を止めること。 

３-６．無保険者をなくすこと。当面無保険者であっても通常の医療が受けられるようにし、

受療案内を徹底すること。 

３-７．生活保護審査を簡素化するとともに、保護要件を大幅に緩和すること。 

 



４．感染症対策の抜本的強化 

４-１．新型コロナウイルス感染症の治療薬やワクチンについては、国として有効性・安全

性をしっかりと検証するとともに、有害事象が発生した場合の補償・治療をしっかりと

行うこと。 

４-２．充実した社会保障こそ、感染症対策の基本である。すべての人が必要な医療・歯科

医療、介護・福祉サービスを受けられるよう、社会保障を抜本的に拡充すること。 

４-３．急性期病床を中心とする病床削減計画を直ちに中止すること。地域医療構想を前提

とした医師・看護師需給計画を抜本的に見直すこと。 

４-４．保健所及び地方衛生研究所の数・体制・予算等を強化し、労務負担軽減を行うこと。 

４-５．国立感染症研究所の機能強化を行うこと。日本版 CDC（疾病予防管理センター）を

創設し、感染症に対応できる仕組みを構築すること。 


